令和７年　第１３回　朝倉市教育委員会（定例会）会議録要旨


日　　時　　令和７年１２月２２日（月）　１５時５８分～１６時４５分

会　　場　　ピーポート甘木　２階　第２学習室

出席委員　　早野　展生（教育長）　　　　上原　実二（委員）
　　　　　　坂口　秀孝（委員）　　　　　髙倉　満　（委員）
　　　　　　泉　真知子（委員）

事 務 局　　草場　　勉　（教育部長）　　　篠原　浩之（文化･生涯学習課長）
平井　謙一郎（教育課長）　　　牧草　　勲（教育筆頭主幹参事）
永井　弘毅（教育課主幹参事）　梶原　瑞穂（教育課総務係長）

[bookmark: _Hlk77102819]議　　事　　第２７号議案　朝倉市立小中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について
第２８号議案　令和７年度教育費補正予算に関する意見の申出の臨時代理について

協議事項　　な　し

報告事項　　・令和７年１２月議会について
　　　　　　・服務上の指導について

そ の 他　（教育課）
　　　　　　・令和７年度小中学校卒業式について
　　　　　　・令和７年度朝倉市教育支援センター委託研究発表会について

（文化・生涯学習課）
・文化財防火デーについて
・ぴあら１月号について


	教育長
	ただいまから、令和７年第１３回朝倉市教育委員会を開催いたします。
よろしくお願いします。
第２７号議案「朝倉市立小中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について」を議題といたします。事務局からお願いします。

	[bookmark: _Hlk40617471][bookmark: _Hlk116926808]事務局
	　　≪第２７号議案（教育課）　説明≫

	教育長
	教育課の説明が終わりました。この件につきまして、ご質問・ご意見等がありましたらお願いいたします。

	Ａ教育委員
	基本的にこの提案に関しては賛成でございます。ちなみにこの意見は、現場から出てきたものか、それとも委員会の方で考えられたのか、そのあたりはいかがでしょうか。

	事務局
	現場の皆さんのご意見を踏まえまして、教育委員会として判断をしたところでございます。

	教育長
	よろしゅうございますか

	教育長
	それでは、第２７号議案につきましてご承認いただける方は挙手をお願いします。

	各教育員
	はい。（全員挙手）

	教育長
	ありがとうございます。第２７号議案は承認されました。
続きまして、第２８号議案「令和７年度教育費補正予算に関する意見の申出の臨時代理について」を議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。

	事務局
	≪第２８号議案（教育課・生涯学習課）　説明≫

	教育長
	説明が終わりました。ただ今の説明につきまして、ご質問・ご意見がありましたらお願いします。難しい言葉があります。ひとつ説明していただきたいのが、債務負担行為これはどういった意味になりますでしょうか。

	事務局
	説明

	教育長
	説明ありがとうございました。よろしゅうございますか。何かご質問等ございますでしょうか。
それでは、第２８号議案につきましてご承認いただける方は挙手をお願いします。

	各教育委員
	はい。（全員挙手）

	教育長
	ありがとうございます。第２８号議案は承認いただきました。
それでは、３の報告事項にはいります。
令和７年１２月議会についての報告をお願いします。

	事務局
	≪報告事項　説明≫

	教育長
	ただ今の件につきまして、ご質問・ご意見がありましたらお願いします。

	教育長
	よろしゅうございますか。
それでは続きまして、次の報告事項に入ります前に、会議の非公開について発議をいたします。服務上の指導については、懲戒処分にあたらない人事案件の報告がありますことから、非公開とすることを求めます。
それでは、この発議に対する採決を行わせていただきます。次の報告事項を非公開とすることに賛成の方は挙手をお願いします。

	各教育委員
	はい。（全員挙手）

	教育長
	　ありがとうございます。全員の賛成によりまして、本発議は可決されました。よって次の報告事項は非公開といたします。
それでは、事務局から説明をお願いします。

	
	【非公開】　「報告」

	教育長
	はい、それでは４のその他にはいります。
まず、教育課からお願いします。

	事務局
	≪その他　説明≫

	教育長
	それでは、以上をもちまして、令和７年第１２回朝倉市教育委員会を終わらせていただきます。お疲れ様でした。
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